
趣 旨
「性犯罪・性暴⼒対策の強化の⽅針」（令和2年6⽉「性犯罪・性暴⼒対策強化のための関係府省会議」決定）に基づき、内閣府・⽂
部科学省が連携し、有識者の意⾒も踏まえ、「⽣命（いのち）の安全教育」のための教材及び指導の⼿引きを作成。これにより、性犯罪・
性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にならないための教育を推進。

「⽣命（いのち）の安全教育」教材・指導の⼿引き等について

教材・指導の⼿引き等の内容

・発達段階に応じた、「⽣命（いのち）を⼤切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者にならない」ための教材等を作成
・具体的には、⽣命の尊さを学び、性暴⼒の根底にある誤った認識や⾏動、また、性暴⼒が及ぼす影響などを正しく理解した上で、⽣命を⼤
切にする考えや、⾃分や相⼿、⼀⼈⼀⼈を尊重する態度等を、発達段階に応じて⾝に付けることをめざす。

・また、各段階に応じたねらいや展開、児童⽣徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指導上の配慮事項、障害のある児童⽣徒への指
導⽅法の⼯夫、保護者への対応等を⽰した指導の⼿引きを作成。

・教材動画、教員研修⽤動画を作成。

【幼児期】
・「⽔着で隠れる部分」は⾃分だけの⼤切なところ
・相⼿の⼤切なところを、⾒たり、触ったりしてはいけない
・いやな触られ⽅をした場合の対応 等

【⼩学校】
・「⽔着で隠れる部分」は⾃分だけの⼤切なところ
・相⼿の⼤切なところを、⾒たり、触ったりしてはいけない
・いやな触られ⽅をした場合の対応
・ＳＮＳを使うときに気を付けること（⾼学年） 等
【中学校】
・⾃分と相⼿を守る「距離感」について。
・性暴⼒とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害の例⽰）
・性暴⼒被害に遭った場合の対応 等

【⾼校】
・⾃分と相⼿を守る「距離感」について。
・性暴⼒とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害、
セクハラの例⽰）

・⼆次被害について
・性暴⼒被害に遭った場合の対応 等

【⾼校卒業前、⼤学、⼀般（啓発資料）】
・性暴⼒の例、実態
・⾝近な被害実態
・性暴⼒が起きないようにするためのポイント
・性暴⼒被害に遭った場合の対応・相談先 等

（教材の主な内容）（教材の主な内容）

【特別⽀援教育】
・⼩学校等向けの教材を活⽤しつつ、障害の状態を踏まえ教材を⼯

夫して実施。
・児童⽣徒の発達段階や障害の状態等に応じた個別指導を実施。

特

各段階の教材・指導の⼿引き、下記のサイトよりダウンロードできます。教材動画、教員研修⽤動画も下記サイトより視聴できます。
教育委員会や学校における研修や授業等において、本教材を投影したり配布したりするなどして、御活⽤いただけます。
⽂部科学省ホームページ「性犯罪・性暴⼒対策の強化について」（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

教材動画
児童⽣徒の１⼈１台端末等で動画教材をご活⽤いただくことで、授業等に
おける取組の充実や家庭等における学習も含めた効果的・効率的な学習
の実施が考えられるため、積極的に御活⽤ください︕

独⽴⾏政法⼈教職員⽀援機構の「校内研修シリーズ」において、各学校段階における指導内容について紹介した講義
動画を公開しています。教育委員会主催の研修会、各学校の校内研修等で積極的にご活⽤ください︕

幼児期 ⼩学校（低・中学年） ⼩学校（⾼学年） 中学校 ⾼校

教員研修⽤動画

＜動画の構成＞
１ ⼦供の性被害にかかる現状
２ 「⽣命（いのち）の安全教育」とは
３ 各発達段階の指導内容の紹介

動画視聴は
こちらから→

⽣命（いのち）の安全教育 動画集
⽂部科学省では、⼦供たちを性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にさせないため、全国の学校において「⽣命（いのち）の
安全教育」を推進しており、本取組にご活⽤いただくため、動画コンテンツを作成・公表しています。

動画教材掲載HP
はこちら→
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⽣徒指導提要（改訂版・令和４年12⽉公表）における「⽣命（いのち）の安全教育」の記載について
・ 「⽣徒指導提要」とは、⼩学校段階から⾼等学校段階までの⽣徒指導の理論・考え⽅や実際の指導⽅法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめ、⽣徒指導の実践
に際し教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的・体系的な取組を進めることができるよう、⽣徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として作成したもの。

・平成22年に初めて作成して以降、いじめ防⽌対策推進法等の関係法規の成⽴など学校・⽣徒指導を取り巻く環境は⼤きく変化するとともに、⽣徒指導上の課題がより⼀層深
刻化している状況を踏まえ、⽣徒指導の基本的な考え⽅や取組の⽅向性等を再整理し、今⽇的な課題に対応していくため、12年ぶりの改訂を⾏い、令和4年12⽉に公表。

「⽣命（いのち）の安全教育」の関連箇所
「第Ⅱ部 個別の課題に対する⽣徒指導－第12章 性に関する課題」（P255〜P261）

12.3 性犯罪・性暴⼒に関する⽣徒指導の重層的⽀援構造 12.3.1 「⽣命（いのち）の安全教育」による未然防⽌教育の展開

＜図19 性犯罪・性暴力に関する生徒指導の重層的支援構造＞

・・・・。発達支持的生徒指導としては、各教科の学習や人権教育等を通
して、「多様性を認め、自他の生命や人権を尊重することができる人」に
育つように働きかけます。
課題未然防止教育としては、各教科や道徳科、学級・ホームルーム活動

等において、全ての児童生徒が性犯罪・性暴力に対して適切な行動をとれ
る力を身に付けることができるように「生命（いのち）の安全教育」を実
施します。
課題早期発見対応としては、健康観察等から問題の予兆を見逃さず、気

付いたら被害者の安全確保を第一に迅速な対応を行います。問題が深刻化
している場合には、学校内外の連携に基づき「チーム学校」として、組織
的な指導・援助を行うことになります。

＜ポイント＞
性犯罪・性暴⼒に関する対応について、⽣徒指導の観点から整理

○該当箇所抜粋

＜ポイント＞
・「⽣命（いのち）の安全教育」を推進する基盤として、安全で安⼼な学校環境をつくることも
不可⽋とし、「⽣命（いのち）の安全教育」の⽬標及び各発達段階に応じたねらいを⽰す。

・児童⽣徒の発達段階や学校の状況を踏まえ、適切に「⽣命（いのち）の安全教育」を実施
するための留意事項を⽰すとともに、未然防⽌教育における具体的な取組を⽰す。

○該当箇所抜粋

未然防止教育では、どのような被害が起きるのかを正しく理解することが出発点にな
ります。その上で、自ら考え、相手の意思を尊重した行動がとれるような態度や姿勢を
身に付けることができるように働きかけます。具体的には、次のような取組を行います。

・幼児期や小学校低学年の早い時期から、他の人の水着で隠れる部分を見たり触ったり
すること、口や体に触れることは、相手に不快な思いをさせることであることを、発
達を踏まえ、分かりやすく指導する。

・小学校高学年や中学校の段階では、裸の写真を撮らせる・送らせることは、性的加害
であり犯罪を含む危険があることを理解させる。

・中学校や高校の段階では、「デートDV」等を例に挙げ、親密な間柄でも相手が嫌とい
うことはしない、という認識の醸成に向けた指導を行う。

Ⅰ 事業概要
Ⅱ 各実践校における全体計画例
Ⅲ 『⽣命（いのち）の安全教育』実践事例（学校種別）
１ 幼稚園・保育園・認定こども園
２ ⼩学校
３ 中学校
４ ⾼等学校
５ 特別⽀援学校（学級）

Ⅳ 資料編
資料１ 事例集作成に係る検討会における意⾒ ※授業での留意点
資料２ 性犯罪・性暴⼒被害に関する実態データ
資料３ 各実践校にて使⽤したスライド教材（別冊）

趣 旨• 学校等における「⽣命（いのち）の安全教育」の実践を後押しし、全国展開を加速化するための取組の⼀つとして、実践事例集を作成
• 幼稚園・保育園・認定こども園、⼩学校、中学校、⾼等学校、特別⽀援学校の多様な事例を掲載

「⽣命（いのち）の安全教育」の取組に関する実践事例集

事例集の内容

⽣命（いのち）の安全教育の取組に関する実践事例集は、以下のページに掲載しております。

⽂部科学省ホームページ「性犯罪・性暴⼒対策の強化について」（URL） https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

学習指導要領等との関連箇所、授業展開例、
指導上の留意点等をまとめています。

保健体育科、特別活動（学級活動）等
における実践事例を掲載
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